
 

道
どう

ろや、こうさてんの交通
こうつう

事故
じ こ

は、まわりの安全
あんぜん

をよく見
み

ていなかったことで起
お

こることが多
おお

いです。 

こうさてんやおうだん歩道
ほ ど う

ではしっかり立
た

ちどまって、車
くるま

や自
じ

てん車
しゃ

がいないか、よくたしかめます。 

 夏休
なつやす

みに外
そと

にあそびに行
い

くときも、交通
こうつう

ルールをまもって、事故
じ こ

のないたのしい夏
なつ

にしましょう！ 

 

小学生
しょうがくせい

と保護者
ほ ご し ゃ

のみなさまへ 1年生～3年生向け 

なつ   やす じ     こ          ちゅう    い 

道
どう

ろをわたるとき 

🌟おうだん歩道
ほ ど う

をわたりましょう。 

 信号
しんごう

が赤
あか

のときはとまります。青
あお

のときでも、左右
さ ゆ う

を

みて車
くるま

がとまったことを確認
かくにん

してわたりましょう。 

🌟道
どう

ろをわたるときは、手
て

をあげてわたりましょう。 

🌟しんごうがないところは、左右
さ ゆ う

をみて、車
くるま

がきて 

 いないかよく見
み

てからわたります。 

 

自
じ

てん車
しゃ

にのるときのおやくそく 

🌟 ヘルメットをしっかりかぶる。 

🌟 歩道
ほ ど う

では、車道
しゃどう

よりをゆっくり走
はし

る。 

🌟 ふたり乗
の

りはしない。 

🌟 信号
しんごう

をまもる。 

🌟 自
じ

てん車
しゃ

でならんで走
はし

らない。 

🌟 スピードをだして走
はし

らない。 

🌟    このひょうしきがあるところでは、かならずいったん止
と

まって、車
くるま

や歩
ほ

行者
こうしゃ

 

がいないか、右
みぎ

・左
ひだり

・右
みぎ

・後
うし

ろのじゅんばんで安全
あんぜん

をたしかめる。 

🌟 まわりが薄暗
うすぐら

くなったら、必
かなら

ずライトをつける。 

①いったん 

 とまる 

②みぎ・ひだりを 

 みる 

③くるまがきて 

 いたら 

 まつ 

 

◆令和６年 1 月から６月までの期間に、仙台市内で 183 件の自転車の事故（※）がおきています。 

  宮城県内の自転車事故のうち、約７割が仙台市内で発生しています。※宮城県警察資料より（概数） 

◆自転車乗用中の事故で亡くなった方の約５割が頭部に致命傷を負っています。 

また、自転車乗用中の交通事故で、ヘルメットを着用していなかった方は、着用していた方に比べて 

致死率が約１.９倍高くなっています。※警察庁ＨP より（令和元年～令和５年合計） 

◆令和５年４月１日から、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が法律上でも

努力義務になりました。また、道路交通法および「仙台市自転車の安全利用に関する条例」では、保護

者は小学生・幼児に自転車用ヘルメットを着用させるよう努める義務が定められています。 

保護者の方もヘルメットを着用し、交通ルール遵守のお手本を示しましょう。 

保護者のみなさまへ 

仙台市自転車交通安全課 

自転車のルール・

マナーの詳細は 

仙台市ＨＰを 

ご覧ください。↓ 

こうさてんでは、車
くるま

がまがるときに 

まきこまれることがあります。 

大
おお

きい車
くるま

からは、はなれましょう！ 



 

自転車
じてんしゃ

事故
じ こ

の原因
げんいん

で一番
いちばん

多
おお

いのは、まわりの安全
あんぜん

確認
かくにん

をしなかったこと（飛
と

び出
だ

しなど）です。 

道路
ど う ろ

に出
で

るときや交差点
こうさてん

では、一旦
いったん

止
と

まって右左
みぎひだり

と後
うし

ろを見
み

て、車
くるま

や自転車
じてんしゃ

、歩
ほ

行者
こうしゃ

がいないか確
たし

かめ

ます。 

夏休
なつやす

みに外
そと

に遊びに行
い

くときも、交通
こうつう

ルールを守
まも

って、事故
じ こ

のない楽
たの

しい夏
なつ

にしましょう！ 

小学生
しょうがくせい

と保護者
ほ ご し ゃ

のみなさまへ 4年生～６年生向け 

なつ   やす じ     こ          ちゅう    い 

交差点
こうさてん

での注意点
ちゅういてん

 

🌟信号
しんごう

のない交差点
こうさてん

では、一
いち

度
ど

止
と

まって、車
くるま

や人
ひと

が 

こないか左右
さ ゆ う

と後
うし

ろを確認
かくにん

しましょう。 

🌟車
くるま

が曲
ま

がるときに、車
くるま

のすぐ横
よこ

にいるとタイヤに 

巻
ま

き込
こ

まれることがあります。大
おお

きい車
くるま

からは、 

はなれましょう！ 

 

自転車
じてんしゃ

のルールをもう一度
い ち ど

確認
かくにん

しよう！ 

🌟 ヘルメットをしっかりかぶる。 

🌟 歩道
ほ ど う

では、車道
しゃどう

寄
よ

りをゆっくり走
はし

る。 

🌟 ２人乗
の

りはしない。 

🌟 信号
しんごう

を守
まも

る。 

🌟 自転車
じてんしゃ

で並
なら

んで走
はし

らない。 

🌟 スピードをだして走
はし

らない。 

🌟    この標識
ひょうしき

があるところでは、必
かなら

ず一度
い ち ど

止
と

まって、車
くるま

や 

     歩
ほ

行者
こうしゃ

がいないか、右
みぎ

・左
ひだり

・右
みぎ

・後
うし

ろの順
じゅん

に安全
あんぜん

を確
たし

かめる。 

🌟 まわりが薄暗くなったら、必ずライトをつける。 

 

 
◆令和６年１月から６月までの期間に、仙台市内で１８３件の自転車の事故（※）がおきています。 

  宮城県内の自転車事故のうち、約 7 割が仙台市内で発生しています。※宮城県警察資料より（概数） 

◆自転車乗用中の事故で亡くなった方の約５割が頭部に致命傷を負っています。 

また、自転車乗用中の交通事故で、ヘルメットを着用していなかった方は、着用していた方に比べて 

致死率が約１．９倍高くなっています。※警察庁ＨP より（令和元年～令和５年合計） 

◆令和５年４月１日から、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が法律上でも

努力義務になりました。また、道路交通法および「仙台市自転車の安全利用に関する条例」では、保護

者は小学生・幼児に自転車用ヘルメットを着用させるよう努める義務が定められています。 

保護者の方もヘルメットを着用し、交通ルール遵守のお手本を示しましょう。 

保護者のみなさまへ 

仙台市自転車交通安全課 

自転車のルール・

マナーの詳細は 

仙台市ＨＰを 

ご覧ください。↓ 

※政府広報オンラインより 


